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事業所内で回覧をお願いいたします。

令和 7年 3月 分 (4月納付分)か らの

保険料率のお知らせです

大阪支部の

健康保険料率は変 更 となります

令春□7年 2月 分 (3月 納付分)まで      令和 7年 3月 分 (4月 納付分)か ら

給与・賞与の 給与・賞与の

10.34%レ 10.24%

介護保険料率も裂E:調 となります
令和 7年 2月 分 (3月 納付分)ま で給与・賞与の     令不□7年 3月 分 (4月 納付分)か ら給与・賞与の

1.60%  レ  1.59%

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。

※40歳から64歳 までの方 (介護保険第2号被保険者)に は、健康保険料率に

全国―律の介護保険料率がカロわります。

※賞与については、支給日が3月 1日分から変更後の保険料率が適用されます。

※任意継続被保険者の方は、令和7年 4月 分の保険料率から変更となります。

保険料率についての

特設サイトはこちら

午    轡 iピ事 黎 趾 蓄 饗 買 賓 爾 軍 ]T71宣 賞 1.… … .

☆保険料は、納付期限までに納めていただくようお願いいたします。☆健康保険組合における保険料額等については、ご力0入の健康保険組合へお問い合わせ

ください。☆ごカロ入の支部は資格情報のお知らせ等の「保険者名称」をご確認ください。(居住する都道府県とは異なることがあります。)

TEL 06口 7711‐ 3570
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令和7年3月 分(4月 納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
・健康保険料率 :令和7年 3月 分～ 適用  ・厚生年金保険料率 :平成29年 9月 分～ 適用

・介護保険料率 :令和7年 3月 分～ 適用  ・子ども・子育て拠出金率 :令和2年 4月 分～ 適用
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(大阪支 (単位 :円 )

厚生年金基金に加入している方の
厚生年金保険料率は、基金ごとに
定められている免除保険料率
(24%～ 50%)を控除した率となり
ます。

加入する基金ごとに異なりますの
で、免除保険料率および厚生年金
基金の掛金については、加入する
厚生年金基金にお問い合わせ
ください。

◆介護保険第2号被保険者は、40歳 から64歳までの方であり、健康保険料率(1024%)に介護保険料率(159%)が加わります。
◆等級欄の()内 の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
4(1)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円 未満」と読み替えてください。
35(32)等 級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「635,000円 以上」と読み替えてください。

◆令和7年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、320,000円 です。

O被保険者負担分 (表 の折半額の欄)に円未満の端数がある場合

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭 を超える場合は切り上げて1円 となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円 となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

O納入告知書の保険料額
納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります(

0賞 与に係る保険料額
賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円 未満の端数を切 り捨てた額 (標 準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万 円 (毎年4月 1日 から翌年3月 31日 までの累計額。)と なり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は
月間150万 円となります。

O子ども・子育て拠出金
事業主の方は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担いただく
この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に

ことになります。 (被保険者の負担はありません。)

、拠出金率 (036%)を乗じて得た額の総額となります。

全国健康保険協会管掌健康保険料 厚 生 年 金 保 険 料 (厚生年金基金カロ入員を除く)

介護保険第2号被保険者

に該当しない場合 に該当する場合
一般、坑内員・船員

円以上    円未満


